
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ５年均等償却不足額 

Ｑ：平成19年３月までに取得した減価償却

資産は、償却可能限度額に達した事業年度の

翌事業年度から５年均等償却するとのことで

すが、端数処理の関係で５年で償却できない

金額がでる場合は、どのように計算するので

すか？  

 

Ａ：６年目に備忘価額１円を残した残額を

減価償却します。 

【解説】 

平成19年度の税制改正によって減価償却制

度が改正になり、平成19年３月31日までに取

得した減価償却資産については、取得価額の

100分の95に達した事業年度の翌事業年度以

後において、取得価額から取得価額の100分の

95及び備忘価額１円を控除した額を60で除し、

事業年度の月数を乗じて計算した額を各事業

年度の償却限度額とみなす(５年均等償却)こ

ととなっています。 

100万円の減価償却資産の場合であれば、次

の金額を５年均等償却することになります。 

{100万円－(100万円×95%＋１円)}×12/60

＝9,999.8→9,999円 

この場合の円未満の端数は切り捨てになる

ため、５年均等償却が終わる５年目になりま

すと、５円の帳簿価額が残ることになります。 

この５円については、５年均等償却が終わ

った事業年度の翌事業年度において、備忘価

額１円を残した４円(５円－１円)を減価償却

することになります。 

お忘れなく。 
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